
十津川村ふるさと納税（寄附金）の状況について

日頃より十津川村を応援して頂き、誠にありがとうございます。

「ふるさと納税」として頂戴しました寄附金は、下記のとおりです。

心温まる寄附金につきましては、「ふるさと基金」に積み立て、

地域活性化に係る本村振興の財源として、大切に使用させていただきます。

（年度別ふるさと納税額）

年度 寄附金額（円） 寄付件数(件)

平成２０年度 ５２０，０００ １３

平成２１年度 ２，７９８，１５０ １６

平成２２年度 ３２０，０００ ７

平成２３年度 ４，６２７，４６０ ６９

平成２４年度 ２，２４０，２３１ ４３

平成２５年度 ８１５，８００ ２５

平成２６年度 １，１８３，０００ ４６

平成２７年度 ２，３７７，１００ ６５

平成２８年度 １，２１５，２００ ５５

平成２９年度 １，０４５，９００ ４２

平成３０年度 ２，０６１，０００ １５５

令和元年度 ３，４００，１００ １４９

令和２年度 ３，５５９，０００ １５５

令和３年度 ４，２７７，４３０ １７５

令和４年度 ５，１６９，０００ １６２

計 ３５，６０９，３７１ １，１７７
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十津川村の地域振興施策について

十津川村では、空き家対策、移住・定住促進、インバウンド等への観光振興、

地域内経済の活性化、子育て支援、林業振興、歴史・文化・自然などの地域

資源の活用などの施策を行っています。

状況に応じて、このような施策を将来に渡り継続して実施するための資本として、

基金の積立をしています。

ふるさと基金とは？

地域振興のための財源として行う積立のことです。

皆様に頂戴したふるさと納税(寄付金)は、全額基金へ積立を行っています。

基金は、十津川村が将来に渡り地域を振興していくための財源として、

確実かつ有利な方法で保管することとされており、現在は積立による利息の

収入もまとめて積み立てを行っています。

基金の状況について

十津川村公式HPで公開しています。

行政ガイド ＞ 行政情報 ＞ 財政公表 ＞

地方公会計制度に基づく財務書類の公表 ＞ 各年度の全体会計PDFファイル
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